
建築物（建築設備を含む）の解

体・改修工事を行う際※1は、資

格者等による事前調査※2の実施

が義務付けられます。

資格者等による調査の義務付けは、令和５年10月１日から

施行されます。※事前調査自体は令和５年９月以前でも行う必要があります。

建築物（建築設備を含む）の解体・改修工事を行う事業者

や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進め

てください。

※1 解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・
修理等の工事も含まれます。

※2 石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の
書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかになら
なかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになります。

※3 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うこと
ができます。

①特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

②一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）
※3

④令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録
され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

事前調査を行うことができる者

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ

石綿（アスベスト）関連規制が改正
されました



注意点

 事前調査を適切に実施するため、義務づけ適用以前においても、資格者
等が事前調査を行うことが望ましいです。

 解体等工事を行う建築物が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した
ことが書面により明らかである場合は、資格者等による調査を行う必要
はありません。

 自主施工者である個人が、建築物の改造又は補修の作業であって、排出
され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建
設工事を施工する場合には、資格の有無に係らず自ら事前調査を行うこ
とができます。

講習の詳細や最新の登録講習機関情報は、厚生労
働省のウェブサイトからご確認ください。
※最新の登録状況は各都道府県労働局にお問い合わ
せください

◆（一社）日本環境衛生センター

◆（一社）環境科学対策センター

◆建設業労働災害防止協会

◆（一社）日本石綿講習センター

◆中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター

◆中央労働災害防止協会 大阪安全衛生教育センター

◆（一社）茨城労働基準協会連合会

◆（一社）三重労働基準協会連合会

◆（公社）石川県労働基準協会連合会

◆（公社）東京労働基準協会連合会

◆（一社）企業環境リスク解決機構

資格を取得するためには、登録講習機関が実施する

講習を受講し修了する必要があります。

種別 講習内容 受講資格

特定調査者
講義（11時間）、実地研修、
筆記試験、口述試験

一般調査者、建築に関して一定以
上の実務経験を有する者、等

一般調査者 講義（11時間）、筆記試験
石綿作業主任者、建築に関して一
定以上の実務経験を有する者、等

一戸建て等
調査者

講義（７時間）、筆記試験 一般調査者と同じ

講習内容

登録講習機関（令和3年7月現在）

☛講習のスケジュールはそれぞれの講習登録機関のウェブサイトを参照してください

◆建設業労働災害防止協会神奈川支部

◆（株）安全教育センター

◆建設業労働災害防止協会 宮城県支部

◆建設業労働災害防止協会 新潟県支部

◆建設業労働災害防止協会 長野県支部

◆建設業労働災害防止協会 愛知県支部

◆建設業労働災害防止協会 千葉県支部

◆（公社）岩手労働基準協会


